
 

 

 

 

 

令和３年１０月  日 

京 丹 後 市 役 所 

 

人口減少や少子高齢化の進行により地域課題が多様化する一方で、近年は、副業や兼業

など多様な働き方に注目が集まっています。市では、令和２年１２月に関係法案が可決さ

れ、地域貢献や地域課題の解決を目指す事業に適した新しい法人格（非営利法人）として

期待される「労働者協同組合※」について学び、小さな起業による持続可能な地域づくり

や新しい働き方の可能性を探ることを目的に研修会を開催します。 

 

１ 研修会の概要                                      

１．日  時  令和３年１０月２４日（日）１３：３０～１５：００ 

２．会  場  京丹後市峰山総合福祉センターコミュニティホール  

         ※希望者に限りオンラインでライブ配信 

３．定  員  ８０人 

４．参加方法  下記まで事前に申し込み 

５．参 加 費  無料 

６．講  演  「協同労働～地域づくりを仕事に、 

新しい働き方～」 

７．講  師  日本労働者協同組合連合会  

理事長 古村 伸宏 様 

 

 

２ 問い合わせ                                    

   市長公室 地域コミュニティ推進課 

（℡：0772-69-1050） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

報 道 資 料 

～地域づくりを仕事に！新しい働き方～ 

協同労働に関する研修会を開催！ 

【労働者協同組合】令和 2年 12月に全党全会派一致で議員提案され可決された労働者協同組合

法に基づいて設立される法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行わ

れ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織。労働者協同組合法は一部を除き公

布後 2年以内の政令で定める日から施行することとされている  

※厚生労働省ホームページより抜粋 

古村 伸宏 さん 



開催チラシ（表面） 

 



開催チラシ（裏面） 

 


